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日本経営グループの
「働き方改革」事前診断サービス
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事前診断サービスの対象範囲

「働き方改革」と一口に言ってもそのテーマ・課題はさまざま。本事前診断サービスで

は、その基礎となる「法令遵守・法対応」にフォーカスを当てたサービスです。

自己

実現

欲求

尊厳

欲求

社会的欲

求

安全欲求

生理的欲求

高
次
元
の
欲
求

（
さ
ら
な
る
プ
ラ
ス
へ
）

低
次
元
の
欲
求

（
マ
イ
ナ
ス
を
ゼ
ロ
へ
）

現行法における法令遵守

法改正に向けた対策

働きがいの追求

負担軽減

・労働契約が結ばれていない
・結ばれている労働契約が不適切
・労働契約が遵守されていない
・労働時間管理が実態にあっていない
・「当直」が基準に沿っていない
・その他現行法違反・・・

・月45時間を超える長時間労働
・労働時間の把握体制
・年次有給休暇の取得体制
・同一労働同一賃金対応

・生産性向上
（会議・業務効率化による）
・人手不足
・恒常的残業
・メンタルヘルス不調

・生産性向上
（人が主体で動くことによる）
・医療の質向上
・チームパフォーマンス向上
・キャリア形成
・エンゲージメント向上

働き方改革のテーマ

・委員会、会議整理
・医師事務作業補助活用
（タスクシェア）
・採用、定着
・業務プロセス見直し
・管理職マネジメント教育

・組織、事業デザインの
見直し
・成果を基準とした評価
・チームビルド
・レジリエンス

・規定・ルールの見直し
・人事制度見直し、構築
・管理職への知識教育

法人価値向上
課題例 施策例
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事前診断サービスの3つの視点

3つの視点から調査します！

 調査① 労務全般コンプライアンス調査

法改正への対応はもちろんですが、これまでメディアを賑わしていた医療機関における

是正勧告ニュースは、法改正以前の労務管理に対するものが大半を占めています。

そのため調査①では、法改正への対応・リスクだけでなく、労務管理全般に関するリス

クを調査します。

 調査② 同一労働同一賃金リスク調査

同一労働同一賃金に関する指針がついに発表されました（2018年12月28日）。

調査②では、指針に示された基準をベースにどの程度の対応が必要となるのかそのリス

クを明確にします。

 調査③ 現場労務マネジメント力調査

どんなに仕組みを整えても、現場の管理職（上司）に知識・対応力がなければ、労務ト

ラブルリスクは減りません。調査③では、現場管理職が知っておくべき労務知識認知度

を調査するだけでなく、労務リスクにつながる現場マネジメントをしていなか、そのリ

スクを調査します。
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調査内容 詳細
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調査① 労務全般コンプライアンス調査 業務内容

実施内容①：既存の規程類、労務管理書類に関するリーガルチェックの実施

規程、労務管理書類関係の分析を具体的項目によって進めていきます。

全監査項目（大項目

• 懲戒処分
• 健康診断
• 母性健康管理
• ハラスメント
• 障害者雇用
• 高齢者雇用
• 休暇等
• 個人情報・秘密情報
• 派遣労働者

• 労働時間
• 変形労働時間
• 割増賃金
• 育児介護
• 休職
• 人事異動
• 退職
• 解雇・雇い止め

• 雇用契約書
• 採用
• 試用期間
• 就業規則、諸規程
• 賃金台帳
• 労働者名簿
• 出勤簿
• 年次有給休暇
• ３６協定
• その他の協定
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調査① 労務全般コンプライアンス調査 業務内容

実施内容②：ヒアリングの実施

書類面では把握できない労務リスクや現場での労務管理等を確認するため、ヒアリングを行います。

（ヒアリング対象者については、打ち合わせのうえ決定します）

ヒアリングの内容（例）

・シフト表(出勤簿）と実際の勤務時間が一致しているか
・時間外労働の指示、申請方法について
・給与計算方法について
・有給休暇の運用方法について
・就業規則の周知方法について
・書類の保管期間について
・健康診断の実施について
・安全衛生体制について（産業医など）

など
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調査① 労務全般コンプライアンス調査 業務内容

実施内容③：診断分析報告の作成

労務管理に関する項目チェックを行い、各項目ごとに予見されるリスクの高さを判定し、分析報告書

として整理させていただきます。

項目 判定 分析 結果 現状の労務リスク 対 策

休職 B

・休職事由に業務上の傷病

がふくまれている。

・遅刻、早退を繰り返し、通

常の労務提供ができない場

合が想定されていない。

メンタルヘルス不調の社員へ

休職を命じることができない。

別紙①サンプルをご参照

復職 C

・「治癒」の定義が明確にな

っていない。

・復職の判断についての規

定が不足している。

休職前と同様の労務提供が出

来ない状態での復職が考えら

れる。

別紙②サンプルをご参照

労働時間管理 C

・タイムカードの打刻時間と

時間外手当の計算時間が

一致していない。

未払い残業代を請求される可

能性がある。 －
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調査② 同一労働同一賃金リスク調査 業務内容

実施ステップ

手当分析
手当の支給要件及び支給実態を確認し、不合理な格差が無いかを確
認する。

雇用形態別処遇
の洗い出し

雇用形態別の職務内容・人材活用を軸に、処遇差を洗い出し、不合
理な格差が無いかを確認する。

※指定フォーマットに沿って調査します。

夜勤 部下指導
クレーム
二次対応

残業
緊急対応
（救外対
応等）

異動 転勤 昇進
厚生年金
受給有無

地域手当 扶養手当 皆勤手当 資格手当 調整手当 職務手当 その他手当 特別休暇 慶弔休暇
リフレッ
シュ休暇

病気休暇
院内保育
園

寮

正規職員

短時間正職員

準社員（フルタイムパート）

9時～16時

9時～15時

パート（9時～17時30分）

パート（24時～5時）

嘱託職員

賞与 定期昇給 退職金

給与

休暇

福利厚生人材活用
その他の
事情

手当

基本給

職務内容・配置の変更範囲

正規職員

所定労働時間

中核業務（※）

業務内容

職務内容

責任の程度

有期雇用契約職員

無期雇用契約職員

夜勤 部下指導
クレーム
二次対応

残業
緊急対応
（救外対
応等）

異動

正規職員

短時間正職員

人材活用

職務内容・配置の変更範囲

正規職員

所定労働時間

中核業務（※）

業務内容

職務内容

責任の程度

サンプル
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参考：指針からみる注意点（一部抜粋）

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針（平

成30年12月28日告示）からみる注意点

賞与：賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者

と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同 一の

賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違 に応じた

賞与を支給しなければならない。

地域手当：特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当

特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される地域手当 通常の労働者と同一の地域で働く短

時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の地域 手当を支給しなければならない。

定期昇給：勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合

昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについて、通常の労働者と

同様に勤続により能力が向上した短時間・有期雇用労働者には、勤続による能力の向上に応じた部分

につき、通常の労働者と同一の昇給を行わなければならない。また、勤続による能力の向上に一定の

相違がある場合においては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。

出展：短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
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調査③ 現場マネジメント力調査 業務内容

意識はあるが知識が課題の現場（A病院管理職向けアンケート結果より）

残業は1ヶ月最長何時間まで実施してよいか知っている

28, 46%

13, 21%

20, 33%

はい ちょっと不安 いいえ

1, 2%

18, 30%

11, 18%

30, 50%

思う 少し思う あまり思わない 思わない

患者対応のためには、長時間労働や自身の健康管理が不
十分になってしまうのは仕方ないと思う

時代の変化もあり、長時間労働に対する考え方は徐々に変化してきているものの、マネジメントする上
で重要となる適切な知識については課題もみられます。
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調査③ 現場マネジメント力調査 業務内容

実施内容①：管理職を対象としたアンケート調査を実施し、労務リスクにつながる現場マネジメントなって

いないか課題点を整理します。

サンプル

本人が了承してい
るので、残業をし
ていても、その時
間を時間外労働と
して扱わなくても

いいだろう

残業は15分以
上からつけれ
ばいいだろう

大会の発表準備は、
スキル向上のために
必要なことなんだか
ら、労働時間にはな

らないわよ
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お見積

 調査～報告までの期間：約2ヶ月

 調査内容

１．労務全般コンプライアンス調査

２．同一労働同一賃金リスク調査

３．現場マネジメント力調査

 総額 ６００，０００円～

※規模・実施内容によって変動することがあるため、詳細はお問合せください。
※価格は税抜き価格となります。
※お見積もりの他、必要に応じて実費交通費・宿泊費が発生します。

「働き方改革」の事前調査

お申し込みは「こちら」

https://form.k3r.jp/nkgr/nkgrinquiry

